
【議案第106号】

令和3年度　一般会計決算附属資料

監査委員事務局　主要な施策の成果



審査委員会の開催経費及び専門知識を習得するための研修経費を支出した。

○固定資産評価審査委員会開催経費

　委員会開催：委員長等の改選等（6月4日）

　　　　　　：審査申出1件（7月5日、7月20日、7月29日）

　・委員報酬（半日6千円×延べ23人）

　・費用弁償（6人）

　・普通旅費（職員2人）

　・有料道路通行料

　・駐車場使用料

○固定資産評価審査委員研修経費

　固定資産税制度、審査会の運営等について研修会に参加した。

　オンライン開催：京丹後市役所（9月28日）、委員4人参加

　・委員報酬（日額9千円×4人×1日）

　・費用弁償（4人）

　・研修会受講料

○固定資産評価審査委員会事務局経費

　・事務用品代

○1件の審査申出（土地）について審査を行い、審査の決定を行った。今後
も審査申出があった場合には、速やかに調査等を行い、公正な審査が行え
るよう委員会運営に努める。
○審査に必要な知識の習得のため、固定資産評価審査委員会運営研修会を
受講した。
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基本計画 30 行財政改革大綱（効率的・効果的な行財政運営）
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　固定資産評価審査委員会は、地方税法等の規定により地方公共団
体に設置が義務付けられた執行機関で、固定資産課税台帳に登録さ
れた価格に対する納税者からの不服申立を審査・決定する。
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監査計画に基づき、年間を通じて各種の監査等を実施した。 【実施した監査等】

○例月出納検査 毎月下旬（一般会計、特別会計及び公営企業会計）

○監査委員報酬 ○決算審査 令和3年6月28日～令和3年8月20日

　・識見者選出監査委員（月額120千円×1人×13か月） ○財政健全化判断比率等審査 令和3年7月29日～令和3年8月20日

　　※監査委員交代のため、1か月分が重複 ○定期監査 令和3年12月6日～令和4年3月16日

　・議会選出監査委員　（月額  30千円×1人×12か月） ○財政援助団体等監査 令和3年12月7日～令和4年3月16日

○費用弁償

○図書追録、事務用品等

○研修会参加負担金

　「わかりやすい地方公営企業会計」オンライン研修：職員1人参加

○都市監査委員会会費（全国都市監査委員会）
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○公正で合理的かつ効率的な市の行財政運営を確保するため、不正等の指
摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施することによって、市
行財政の適法性・効率性・有効性の確保に努めた。
○市民への監査結果等の情報提供及び周知については、監査計画や監査結
果を適時市ホームページで公表したほか、決算審査意見書等では市民が理
解しやすいよう配意した。
○職員の法律や会計事務に関するスキルアップに努め、監査事務の質的向
上を図る必要がある。
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　地方自治法、公営企業法及び市監査基準等に基づき監査を実施す
ることで、市の行財政運営の健全性と透明性に寄与し、市民の福祉
の増進と市政への信頼確保に資するよう努める。
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